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１．安定供給のための電源起動とメ
リットオーダーについて

２．適正なシグナルの発信/価格決定
メカニズムについて
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検討の視点
⚫ 「電力システムの目指すべき姿」 すなわち、「①電力の安定供給の確保」「②持続可能、効率的かつ公正な

電力供給の実現」のために必要な機能は何か。各事業者や市場はどのような役割を果たすべきか。

2か月前 1週間前 ～当日前日 実需給4年前

（１）容量確保
発電事業者
小売電気事業者
送配電事業者

必要な機能例

容量市場におけるリクワイアメント

容量拠出金の支払い

⚫ 発電事業者が２か月前までに（その時点で想定される）必要な燃料を確保するため、小売電気事業
者・送配電事業者が果たすべき役割とは何か（燃料確保に必要な情報の提供・相対契約の締結等）

⚫ 上記役割を適切に果たすためにはどのような仕組みが必要か、合理的か

⚫ 発電事業者が電源起動を確実に行うためには、電源の起動特性や電源の状
況（※）を踏まえ、いつまでにその判断が必要か。その判断を誰（発電事業
者、小売電気事業者、送配電事業者）が行うことが合理的か
※起動時間の短長、電源の起動停止状況、週間での運用の必要性の有無
（揚水発電等）等

容量市場入札

⚫ 各事業者による燃料確保・電源起動・メリットオーダーに向けた合理的な行動を促すため、どの時点（2か月前・週間・前日・当日・実
需給）でどのようなシグナル（価格・量）の発信や価格形成が必要か

⚫ （特に需給ひっ迫時において）需要抑制を効果的に行うための価格形成はどのようにあるべきか（買い入札価格をどのように考えるか、
新インバランス制度における需給ひっ迫時の補正インデックスをどう評価するか、等）

容量拠出金の支払い

・・・・

別の場での議論（本勉強会の議論の射程外）

⚫ 電源の起動費やkWhの限界費用等、発電にかかる様々な費用を全て考慮した上で、メリットオーダーでの
電源の起動・運用・停止（※）を行うためには、誰（発電事業者、小売電気事業者、送配電事業者）
がどのような仕組み（市場、その他）で起動・運用・停止を判断することが合理的か
※実需給に近づくにつれて、不必要になった電源の適切な停止判断も必要

・・・・ ・・・・

（５）適正なシグナル
の発信/価格決
定メカニズム

上記を実現するために市場や需給運用はどうあるべきか 3

（２）燃料確保

（３）安定供給のため
の電源起動

（４）メリットオーダー

第３回卸電力市場、需給調整市場及び需給運用
の在り方勉強会（2022年3月）資料３より抜粋
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【論点①】電源の確実な起動・揚水発電の効率的な運用

⚫ 電力・ガス取引監視等委員会の調査によると、起動指令後18～24時間後には、日次停⽌・週
末停⽌状態のコンバインド式ガス火力の100%、⽯油火力・汽力式ガス火力の80%以上が
起動可能という結果が出ている。現行のスポット市場が前日10時であり、当日の需要が上昇し始
めるのが朝方であることを考えると、多くの火力電源にとって、起動に必要な時間が確保されている
と考えられる。

⚫ 他方、一部の電源（⽯炭火力の約半数等）は1日以上の起動時間がかかる。

⚫ また、揚水発電について、安定的・効率的な運用を行うためには、週間断面から計画が必要。

⚫ 特に需給ひっ迫時などに、このような電源を確実かつ効率的に起動・運用するために、どのような
仕組みが考えられるか。また、電源の起動・揚水発電の運用の判断は、誰（発電事業者、小
売電気事業者、送配電事業者）が行うことが合理的か。

⚫ なお、現状の整理は以下の通り。

– 小売電気事業者が確保している相対電源については、発電事業者との合意（自社電源は自社の判断）に基づき、
必要に応じて1日以上前から電源の起動の意思決定が行われると考えられる。

– 2024年度以降においては、週間断面で調達がなされる需給調整市場の1次～3次①等で落札した電源については、
電源の性質を踏まえ、必要に応じて1日以上前から電源の起動を行うこととなる。

– 揚水発電について、2024年度以降（※）は発電事業者が任意にスポット市場や需給調整市場に入札し、ポンプ・
発電を行う運用となる（ただし、再エネの出力抑制回避や需給ひっ迫時の周波数維持のために、一時的に一般送配
電事業者が運用することも認められている）。
（※）2024年以前は、揚水発電の運用を一般送配電事業者が行うエリアと調整力提供者が行うエリアが存在し、BG計画の策定の方法

などが異なる。

– その他、緊急時に限定して、需給調整市場において必要なΔkWを確保できていない場合などは、余力活用契約に基づ
き、必要な電源の起動が行われる。



（参考）発電機の起動特性調査について 第62回制度設計専門会合
（2021年6月）資料7より抜粋
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（参考）発電機の起動特性の調査内容について
第62回制度設計専門会合

（2021年6月）資料7より抜粋



（参考）分析結果 電源種、停⽌モード別の発電機の起動特性
第62回制度設計専門
会合（2021年6月）
資料7より抜粋
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第２回卸電力市場、需給調整市場及び需給運用
の在り方勉強会（2022年2月）資料４より抜粋



（参考）現在のポンプアップ実施主体別の揚水発電の運用について

⚫ 2024年度以降の揚水発電のポンプアップ実施主体の検討に当たって、現在のポンプ
アップ実施主体別の各エリアにおける揚水発電の運用について確認を行った。

第67回制度設計専門会合（2021年11月）資料７より抜粋
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（参考）2024年度以降の揚水発電の運用のあり方 第67回制度設計専門会合
（2021年11月）資料７より抜粋



（参考）下げ調整力の確保について

11

第67回制度設計専門会合
（2021年11月）資料７より抜粋
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第２回卸電力市場、需給調整市場及び需給運用
の在り方勉強会（2022年2月）資料４より抜粋
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【論点②】社会的費用最小化のための電源の出力増減、起動・停⽌

⚫ 実需給断面に近づくにつれて、太陽光等の自然変動電源の出力が増減することにより供給力が増減したり、需
要が想定よりも上下することとなる。そうした需給見通しの変化にあわせて、追加的な起動や、立ち上げた電源
の出力を増減させたり、停⽌しなければ、余計に燃料費や運転費用が掛かり、社会全体として余計なコスト
を負担することとなる。

⚫ 適切な電源の出力増減や起動・停⽌を行うために、どのような仕組みが考えられるか。また、電源の運用の
判断は、誰（発電事業者、小売電気事業者、送配電事業者）が行うことが合理的か。

⚫ なお、現状の整理は以下の通り。

– 再エネ予測誤差については、三次調整力②（需給調整市場）を通じ、一般送配電事業者による調整が行われている。

– 相対契約がある電源については、インバランスを発生させないよう、発電事業者との相対契約に基づき小売電気事業者
によって判断（自社電源は自社によって判断）される。

– 2024年度以降は、すべての調整力について需給調整市場を通じ、一般送配電事業者による調整が行われることとなる。

– その他、余力活用電源や優先給電ルール（※）に基づき特定の電源について、一般送配電事業者が指示する場合な
どがありうる。
（※）優先給電ルールは電源種などによりあらかじめ決められた順に抑制されていくため、必ずしも社会的費用が最小化される形で抑制されて

いないことに注意が必要。

前日

想
定
需
要

再エネ

原子力

水力

火力

想
定
需
要

再エネ

原子力

水力

火力

実需給に近づくにつれて、予測が正確に

再エネ出
力が拡大

想定需
要が減少

電源を稼働させたままだと余計
な燃料費や運転費用が発生
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（参考）九州エリアの再生可能エネルギーの出力制御に向けた対応
第17回新エネルギー小委員会系統ワーキンググループ（2018年10月）資料3より抜粋
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【論点③】メリットオーダーの追求（複数市場の在り方）

⚫ 2024年以降の仕組みでは、小売電気事業者は相対契約やスポット市場・時間前市
場（スポット市場等）での電力の調達を行い、一般送配電事業者は需給調整市場で
の調整力の調達を行う。スポット市場等・需給調整市場それぞれの市場で、メリットオー
ダーでの約定がなされているものの、複数の市場に分かれていることで、以下のような問
題も発生しうる。電源等（DR含む）の起動費やkWhの限界費用等、発電にかかる
様々な費用を全て考慮した上で、全体としてメリットオーダーを追求するためには、市
場はどのようにあるべきか。

（本勉強会において指摘された現行制度の課題例）
➢ kWh市場とΔkW市場が異なる市場として運営され、過剰な台数の起動等、電源の運転が
非効率になる懸念があるのではないか。

➢ 卸電力市場と需給調整市場のオークション方式および価格規律の関連が薄く、調整力も含
めた電源のメリットオーダーが成立しにくい構造となっているのではないか。

➢ BGの立場からすると、調整力として確保された電源がスポット市場や時間前市場に売り入札
されず、市場の売り切れに伴う価格高騰や、再エネが市場統合されていく中における再エネ予
測誤差への対応の困難さが課題となっているのではないか。

⚫ 加えて、各市場に導入されているブロック入札については、売り残りによる逸失利益の存
在やスポット市場の売り切れ等の問題がすでに本勉強会でも指摘されているところ。市
場での約定ロジックはどうあるべきか。

※kWhとΔkWの性質の違いなども鑑みた制度設計やシステム設計の検討が必要。
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第２回卸電力市場、需給調整市
場及び需給運用の在り方勉強会
（2022年2月）資料５より抜粋
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第２回卸電力市場、需給調整市
場及び需給運用の在り方勉強会
（2022年2月）資料５より抜粋



（参考）各社の売りブロック入札実態

⚫ 各社の売り入札量全体に占めるブロック入札の割合及びその約定率を見ると、下表の通り。

⚫ 一部の事業者においては売り入札量全体に占めるブロック入札の割合が５割を超えていながら
その約定率が0~10%台となっている一方で、ブロック入札の約定率が８割を超えている事業
者も複数見られるなど、事業者ごとに大きな差が確認された。

⚫ ブロック入札の割合や約定率は、各社の電源構成やエリア・時間帯ごとの約定価格、地域間連系
線の空き容量をはじめ様々な要素によって左右されるため、一概に比較することは難しいものの、
各社がそれぞれの所与の条件の中で合理的な考えに基づき、約定機会の最大化に取り組んでい
るのか、確認する必要がある。

⚫ そのため、今回はまず、なぜ入札割合や約定率が事業者ごとに大きく異なるのか、各社のブロック
入札に関する考え方やブロックを作る際の工夫などを確認しつつ、初期的な分析を実施した。

A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I社 J社

売り入札量全体に占めるブ
ロック入札の割合

85% 63% 34% 97% 55% 94% 69% 45% 94% 44%

ブロック入札約定率 15% 7% 1% 58% 40% 99% 85% 74% 0% 96%

※１ 報告徴収対象期間（10/1～11/8）における全てのブロック入札について確認。
※２ ブロック入札比率としては、実質売り入札量（a）に対して、売り先が決まっていない実質ブロック入札量(b)の割合を計算。

（a）実質売り入札量 = 全売り入札量 ー グロス・ビディング高値買い戻し量 ー 間接オークション売り入札量
（b）実質ブロック入札量 = 通常ブロック入札量（間接オークション、グロス・ビディングを除く） ＋グロス・ビディング実質売りブロック量（＊）
(＊) グロス・ビディング実質売りブロック量＝グロス・ビディング売りブロック量ーグロス・ビディング高値買い戻し量。マイナスとなる場合はゼロとしてカウント。

※３ 売り入札量全体に占めるブロックの割合が５割以上かつ約定率が２割以下の事業者を青色、ブロック入札の約定率８割以上の事業者を赤色で着色している。 18

第68回制度設計専門会合
（2021/12/21）資料7
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（参考）売りブロック入札の約定率が高い事業者による入札時の工夫

⚫ 約定率の高い事業者においては、市場価格の安い昼間時間帯のみのブロックと、昼間時間帯の
入札量を低く抑えたブロックとを分割して入札を行っている例があった。

⚫ また、一つのユニットに紐付くブロックを複数に分割し、１ブロックあたりの入札量を低く抑えること
で、約定機会を最大化している例があった。

事例① 事例②

0:00 10:00 14:00 24:0012:00

分割ブロック入札

基本のブロック入札

MW

✓ 市場での約定価格が低くなる昼間時間帯についてブロッ
クを分割すること等により、約定率を引き上げる工夫を行
い、高いブロック約定率を継続的に維持しているケース。

✓ １ブロックあたりの入札の量を50MW以下などの小さい単
位に分割し、各ブロックの約定可能性を最大化し、同規
模の電源を有する他社と比べ相対的に高い約定率と
なっているケース。

※数字はイメージ

MW

0:00 24:0012:00

50

100

150

自社需要

ブロック①

１ユニット定格200MW
分を分割

ブロック②

ブロック③ ブロック④ ブロック⑤

200
通常入札

第68回制度設計専門会合（2021/12/21）資料7
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（参考）売りブロック入札の約定率が低い事業者による入札の実態

⚫ 一方で、約定率が極めて低い事業者においては、実際のユニットとブロックが１対１で紐付いて
おらず、燃料も混在したユニット群が１つのブロックと紐付けられていた事例も確認された。

⚫ また、１つのブロックの入札量が多い、コマ数が多い（全48コマ等）等、約定率を高める工夫が
見えない事例や、約定率が継続して低いにも関わらず長らくブロックの作り方の見直しが行われ
ていない事例など、改善の余地がある事例が複数見られた。

事例①

✓ １ブロックにLNG、石油等の燃種の混在した複数ユニット
を紐付けているケース。

✓ こうした事業者からは、入札に関するシステムの仕様によ
る制約があるため、このような入札を行っているとの説明が
あった。現在、当該事業者の約定率は長期にわたって極
めて低い水準で推移している状況。

MW

0:00 24:0012:00

100

30円/kWh

LNG① LNG② ⽯油

１つのブロックに
複数ユニットを紐付け

※数字はイメージ

・・・

事例②

✓ 1つのユニットに紐付いたブロックを長さ、高さの両面で分
割する工夫を行わず、500MW、24コマずつなどの大き
なブロックで入札を行い、結果として約定率が極めて低い
水準で推移しているケース。

✓ こうした事業者の中には、継続的に未約定の状態が発
生しているにも関わらず、１年に１度程度しかブロックの
作り方の見直しを行っていない事業者も存在。

※数字はイメージ

MW

0:00 24:0012:00

500

15円/kWh 15円/kWh

第68回制度設計専門会合（2021/12/21）資料7
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（参考）諸外国におけるブロック入札について

⚫ 米国PJMやERCOT等では、入札にあたり電源の①ユニット起動費 ②最低出力コスト ③限界費用
カーブ の3要素を登録し、全体最適な起動および電力供給となるようなアルゴリズムである“Three 
Part Offer”が導入されている。

⚫ 欧州EPEXでは、ブロック入札に複数の条件を組み合わせることで、事業者が収益最大化可能な
“Smart ＆ Big Blocks”が導入されている。

PJM・ERCOTにおける“Three-Part Offer” EPEXにおける“Smart ＆ Big Blocks”
✓ 通常のブロック入札に加え、複数種類のブロック入札を導
入し、事業者はそれらを組み合わせて収益を最大化する。
種類

Big blocks

概要

従来のブロックよりも規模が大きく、最大1300MWまで
対応可能なブロック。大規模な発電能力をカバーできる。

Loop blocks

Curtailable
blocks

Linked 
blocks

Exclusive 
blocks

双方が約定、あるいは未約定となる一対のブロック。買
い・売りのブロックをまとめることで蓄電・放電に対応する。

全量が約定あるいは未約定、もしくは取引事業者の定め
た最低引受比率の部分のみ約定するブロック群。

他ブロックの約定に依拠するブロック群。市場価格に対し
て多様な発電方式を提供することを可能にする。

複数のパターンのブロックを想定し、最も収益性の高いタ
イミングで約定するブロック。

Linked Blockの例 Exclusive Blocksの例

市場価格

価格

時間

起動費込
限界費用

ISOによる
Dispatch

✓ 発電事業者は、入札時に①ユニット起動費 ②最低出力
コスト ③限界費用カーブ の3要素（Three-Part）を
登録する。

✓ ISOは入札データを集約し、社会的なコストが最適化さ
れる運用（＝発電事業者が最経済となる運用）となる
ように、約定（起動）し、電源がディスパッチされる。

Three-Part Offerのイメージ

出所：各取引所HPより

登録された3要素に基づき、最
経済となる時間帯で約定（起
動）される。

第65回制度設計専門会合
（2021/10/1）資料9
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◼欧州ではブロック入札が改良され、一方で北米では“Three-Part Offer”が既に導入されているものと認識

◼両スキームは、「どのレベルまでの最適化を求めるか」という点が根本的に相違

◼ 「再エネの主力電源化」を前提とすれば、今後はより高い最適化レベルの実現が求められるのではないか

Three-Part Offer ブロック入札

電源A

①ユニット起動費
②最低出力コスト

③ 限界費用カーブ

【電源単位最適化】
登録された諸元を基にコスト最小化となる各電源の運転パ
ターンを市場運営者が決定

【ブロック単位最適化】
各BGの応札内容を基にコスト最小化となるよう約定・未約
定をブロック単位で市場運営者が判断

電源B

①ユニット起動費
②最低出力コスト

③ 限界費用カーブ

電源C

①ユニット起動費
②最低出力コスト

③ 限界費用カーブ

BGが電源諸元を
登録

電源A（ブロック）
・7:00～11:00

・20 MWh / h

・12 円 / kWh

電源B（ブロック）
・15:00～20:00

・10 MWh / h

・14 円 / kWh

電源C（ブロック）
・6:00～22:00

・30 MWh / h

・10 円 / kWh

事業者による市場想定等を踏まえ、
BGがブロックを構成し応札

２． “Three-Part Offer”と“ブロック入札”

22

第１回卸電力市場、需給調整市場
及び需給運用の在り方勉強会

（2021年12月）資料９より抜粋
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＜参考＞対比：Three-Part Offerとブロック入札

Three-Part Offer ブロック入札

入札方法

✓事業者が電源諸元を登録の上、下記を
毎日入札
①ユニット起動費
②最低出力コスト
③限界費用カーブ

✓③のみでの応札も可

✓事業者が市場価格想定等を踏まえ、
ブロックを構成し応札

✓ブロック入札以外の応札も可

市場での最適化方法

✓市場が登録された電源諸元を基にコス
ト最小化（またはその他便益の最適
化）となる各電源の運転パターンを
決定

✓事業者の作成したブロックを基に約定
判定を実施
（事業者の応札内容を基に最適化）

取引の透明性
✓各電源が登録した諸元を基に市場が最
適化しているため、事業者の恣意性が
入りづらい

✓事業者判断のもとブロックを構成する
ため、事業者の恣意性に関する疑義が
生じる

事業者の負担
✓移行時に既存運用システム改修が必要
（但しシステムは簡素化する方向か）

✓市場価格予測モデル、ブロック入札へ
の対応ロジック構築等、運用システム
が特殊化・複雑化

市場管理者の負担 ✓約定処理システムの抜本的変更が必要
✓現行通り
（但し改良対応は必要か）
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第１回卸電力市場、需給調整市場
及び需給運用の在り方勉強会

（2021年12月）資料９より抜粋



１．安定供給のための電源起動とメ
リットオーダーについて

２．適正なシグナルの発信/価格決定
メカニズムについて

24



検討の視点
⚫ 「電力システムの目指すべき姿」 すなわち、「①電力の安定供給の確保」「②持続可能、効率的かつ公正な

電力供給の実現」のために必要な機能は何か。各事業者や市場はどのような役割を果たすべきか。

2か月前 1週間前 ～当日前日 実需給4年前

（１）容量確保
発電事業者
小売電気事業者
送配電事業者

必要な機能例

容量市場におけるリクワイアメント

容量拠出金の支払い

⚫ 発電事業者が２か月前までに（その時点で想定される）必要な燃料を確保するため、小売電気事業
者・送配電事業者が果たすべき役割とは何か（燃料確保に必要な情報の提供・相対契約の締結等）

⚫ 上記役割を適切に果たすためにはどのような仕組みが必要か、合理的か

⚫ 発電事業者が電源起動を確実に行うためには、電源の起動特性や電源の状
況（※）を踏まえ、いつまでにその判断が必要か。その判断を誰（発電事業
者、小売電気事業者、送配電事業者）が行うことが合理的か
※起動時間の短長、電源の起動停止状況、週間での運用の必要性の有無
（揚水発電等）等

容量市場入札

⚫ 各事業者による燃料確保・電源起動・メリットオーダーに向けた合理的な行動を促すため、どの時点（2か月前・週間・前日・当日・実
需給）でどのようなシグナル（価格・量）の発信や価格形成が必要か

⚫ （特に需給ひっ迫時において）需要抑制を効果的に行うための価格形成はどのようにあるべきか（買い入札価格をどのように考えるか、
新インバランス制度における需給ひっ迫時の補正インデックスをどう評価するか、等）

容量拠出金の支払い

・・・・

別の場での議論（本勉強会の議論の射程外）

⚫ 電源の起動費やkWhの限界費用等、発電にかかる様々な費用を全て考慮した上で、メリットオーダーでの
電源の起動・運用・停止（※）を行うためには、誰（発電事業者、小売電気事業者、送配電事業者）
がどのような仕組み（市場、その他）で起動・運用・停止を判断することが合理的か
※実需給に近づくにつれて、不必要になった電源の適切な停止判断も必要

・・・・ ・・・・

（５）適正なシグナル
の発信/価格決
定メカニズム

上記を実現するために市場や需給運用はどうあるべきか 25

（２）燃料確保

（３）安定供給のため
の電源起動

（４）メリットオーダー

第３回卸電力市場、需給調整市場及び需給運用
の在り方勉強会（2022年3月）資料３より抜粋
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【論点①】燃料調達のためのシグナル（価格・量）の発信

⚫ 燃料調達のためにどのようなシグナル（価格・量）の発信が必要か。

資料４より抜粋
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【論点②】約定価格の形成

⚫ 電力市場における約定価格はどのように形成されるべきか。

⚫ 例えば、スポット市場と需給調整市場が同時に約定される仕組みや、需給調整市場で
約定された電源を一部スポット市場に入札する仕組み等であれば、市場における売り切
れが発生する可能性が下がると考えられる。この場合、売り切れにより、売り入札カーブ
が垂直に立ち上がり、買い入札価格で約定価格が決まる形はあまり想定されなくなるが、
このような仕組みにおいても、買い入札は何らかの役割を果たすと考えられるか。

⚫ その他、以下のような観点をどのように考えるか。

– DRの促進

– 新インバランス制度（調整力の限界的なkWh価格や需給ひっ迫時の補正によるイ
ンバランス料金の決定）

– 卸電力市場の価格が与える他の市場への影響（例：先物市場はスポット市場の
約定価格を参照している）
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（参考）３．卸電力市場に着目した課題
①スポット市場における売り切れ

⚫ 一般送配電事業者が事前に調整力を確保した結果として、卸電力市場で売り切れが
生じ、需要曲線側の価格で約定が行われる事象が発生。

⚫ 2024年度には、容量市場の運用が開始されるところ、この運用によって、スポット市場
での売り切れは、基本的に回避できると考えられるか。できない場合があるとすれば、
どのような場合が考えられ、また、これに対してどのように考えるべきか（下記②）。

⚫ 卸電力市場で売り切れが生じる場合、需要曲線側の価格で約定が行われるが、こうし
た中でも、需要曲線が、DR価格などに応じた合理的な価格によって応札が行われてい
る限り、卸電力市場では一定の合理性のある価格形成が行われる。

⚫ 現実として、このようなメカニズムの下での価格形成が行われていると考えられるか。
行われていないとすれば、どのような対応を行うべきか。

②合理的な価格形成

第１回卸電力市場、需給調整市場及び需給運用
の在り方勉強会（2021年12月）資料５より抜粋



（参考）新電力による買い入札価格の推移（夕方時間帯）
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第72回制度設計専門会合
（2022.4）資料５より抜粋



（参考）買い入札価格水準別の買い入札量の推移
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第72回制度設計専門会合
（2022.4）資料５より抜粋



（参考）新インバランス料金制度下における買い入札価格の考え方

31

第72回制度設計専門会合（2022.4）資料５より抜粋
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（参考）2021年度までのインバランス料金の算定方法

⚫ インバランス料金は、スポット・時間前市場価格に系統全体の需給状況に応じた調整項（α）を
乗じた価格を基礎とし、これに地域ごとの市場価格差を反映する調整項（β）、インセンティブ定
数（k,l）を加減算して求められる。

⚫ αには、そのコマで生じたインバランスがスポット市場で取引されたと仮定し、この場合の仮想的な入
札曲線の交点を求めた上で、これを実際の約定価格で除した値が用いられる（系統全体が不足
であればα＞１、余剰であれば0＜α＜1となる）。

インバランス精算単価＝スポット市場価格と時間前市場価格の30分毎の加重平均値×α＋β+k－l

α：系統全体の需給状況に応じた調整項

β：地域ごとの市場価格差を反映する調整項（精算月の全コマにおけるエリアプライスとシステムプライスの差分の中央値）

k, l ：インセンティブ定数（系統全体が不足の場合加算、余剰の場合減算）

➢ 実際に発生したインバランス相当量が仮にス
ポット市場で取引されていたと想定した上で、
仮想的な入札曲線の交点を求め、市場価
格から補正すべき加算・減算額を計算する
方法を採用。

➢ これにより、系統全体で生じるインバランスの
発生量が僅かである場合には、市場価格か
ら大きく異ならない料金でインバランス料金精
算が行われることとなる。

スポット市場での入札曲線を利用したαの決定

入札量

入札価格

約定量
（例：200万kWh）

400万kWh分

仮想的な交点

例：系統全体で不足インバランスが400万kWh
発生した場合

前日スポット市場
価格に対するこの
値の比率をαとする。

※インバランス料金の算定にスポット市場価格を用いる際には、連系
線制約による市場分断を行わずに算定することが適当（地域間
の差異についてはβにより調整するという考え方）。

第9回制度設計WG(2014.10)
事務局資料 一部抜粋

※本事案は余剰のため逆方向にシフト
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（参考）2022年度以降の新たなインバランス料金の考え方

⚫ インバランス料金は、系統利用者の価格シグナルのベースとなるもの。したがって、

① 実需給の電気の価値（電気を供給するコストや需給の状況）が適切にインバラン
ス料金に反映されるようにするとともに、

② その価格や需給状況に関する情報がタイムリーに公表されるようにする。

インバランス料金
（その時間における電気の価値を反映）

調整力のkWh価格

インバランスを埋めるため用いられた
調整力の限界的なkWh単価

需給ひっ迫による停電リスク等のコスト

その時間帯における需給ひっ迫状況を踏
まえ、インバランスの発生がもたらす停電
リスク等のコスト増

タイムリーな情報発信

（補正）

新たなインバランス料金の基本的な考え方

① インバランス料金が、実需給の電気の価値を表していること
② 系統利用者に対して需給調整の円滑化に向けた適切なインセンティブとなること
③ 一般送配電事業者が調整力コストを適切に回収できるものであること

新インバランス料金制度説明会（2022.3）資料１より抜粋
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（参考）インバランス料金の基本的な考え方（調整力の限界的なkWh価格）

⚫ 一般送配電事業者は、実需給で発生するインバランスについて、調整力をメリットオーダーで運用
することにより調整する。

⚫ このとき、発電事業者等による調整力のkWh価格の登録が十分に競争的なものとなれば、実需
給で稼働する調整力の限界的なkWh価格はその時間帯の電気の価値を原則として反映すると
考えられる。

⚫ したがって、基本的に、各コマごとに稼働した調整力の限界的なkWh価格をインバランス料金に引
用する。

調整力提供者 調整力提供者 調整力提供者

調整力提供者は発電コストと需
給状況を見て、kWh価格を登録

メリットオーダーは電気の価値
を反映した供給曲線となる

kWh価格

kWh

調整力稼働量

限界的な
kWh価格

発電計画

インバランスが更に１単位増えた
場合に稼働する調整力のkWh価
格をインバランス料金とする。

電気の価値を反映

新インバランス料金制度説明会（2022.3）資料１より抜粋
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（参考）需給ひっ迫時補正インバランス料金（供給力の追加確保コストを反映）

⚫ 需給ひっ迫時の不足インバランスの発生は、大規模停電等の系統全体のリスクを増大させ、緊急的な供給力
の追加確保や、将来の調整力確保量の増大といったコスト増につながる。

⚫ このため、新たなインバランス料金制度では、こうしたコストが料金に反映されるよう、一般送配電事業者が活
用可能な「上げ余力」が減少するにつれ、リスクに備えた緊急の供給力追加確保や将来の調整力確保量の
増加といった追加的コストが上昇していくと考え、それを一定の式（下図のような直線）で表し、インバランス料
金に反映させることとした。

⚫ 需給ひっ迫時にインバランス料金が上昇する仕組みとすることにより、需給ひっ迫時には時間前市場の価格も
上昇し、ＤＲや自家発など追加的な供給力を引き出す効果や、需要家が節電する効果も期待される。

補正料金算定インデックス
（送配電事業者が活用できる電源の上げ余力）

上げ余力が減少するにつれ、不足インバランス
が追加的コストを発生させる確率が上昇

C

３％

ＢB‘A

イ
ン
バ
ラ
ン
ス
料
金

８％ 10％

D

600円
/kWh

45円
/kWh

需給ひっ迫時の補正インバランス料金

緊急的に供給力を1kWh追加確保す
るコストとして、市場に出ていない供給
力を新たに1kWh確保するために十
分な価格として、新たにＤＲを追加的

に確保するのに必要な価格。

確保済みの電源Ⅰ‘のkWh価格を参
考に決定。

電源Ⅰ‘を発動し始める
タイミングを参考に決定。

電源Ⅰ‘を発動が確実と
なる水準を参考に決定。

政府が需給ひっ迫警報を発
令する水準を参考に決定。

2022年度から2023年度までの２年間は、
暫定的措置として200円/kWhを適用

新インバランス料金制度説明会（2022.3）資料１より抜粋


